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船舶事故調査報告書 

 

令和５年１１月１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

委   員  上 野 道 雄 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年２月８日 ０９時５０分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市江井ケ島港南南東方沖 

江井ケ島西防波堤灯台から真方位１６１°２.０海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３８.５′ 東経１３４°５５.４） 

事故の概要  漁船明石
あ か し

丸は、東北東進中、また、漁船住
すみ

吉
よし

丸は、操業を行いなが

ら低速力で北北東進中、両船が衝突した。 

 住吉丸は、船長が負傷し、船橋構造物の損壊等を生じ、また、明石

丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和５年２月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

  

 

Ａ 漁船 明石丸、４.１トン 

   ＨＧ３－２６６９５（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.００ｍ（Lr）×２.７９ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１９１.００kＷ、平成９年２月１８日 

   第２６０－４６０４０号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 住吉丸、１.３トン 

   ＨＧ３－３６１２６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.０８ｍ（Lr）×１.９８ｍ×０.６２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、昭和６２年６月２６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年５月２８日 

    免許証交付日 令和３年８月３０日 

           （令和８年１１月２４日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年２月１４日 

    免許証交付日 令和３年７月１６日 

           （令和９年４月１２日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 重傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船橋構造物の損壊、左舷外板に破口等（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期、潮流 北西流約０.６ノッ

ト（kn）、水温 約１０℃ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、ひらめ
．．．

引き縄漁の目的で、令和

５年２月８日０５時４０分ごろ明石市明石港を出航し、江井ケ島港南

南西方の漁場に向かい、同漁場で操業を行った後、帰航することとし

た。 

 船長Ａは、０９時３０分ごろ、船尾甲板で漁具の片付けをしなが

ら、潮流の影響を考えて手動操舵により明石港の西側に向けて約４～

５knの速力（対地速力、以下同じ）でＡ船を東北東進させた。 

 船長Ａは、漁具の片付けが終了したので操舵室に移動し、同室右舷

側の操縦席に腰を掛けて約１０knに増速した。船長Ａは、その後、船

首方を見た際、左舷船首方ののり
．．

養殖施設（以下「養殖施設」とい

う。）の近くに漁船（以下「Ｃ船」という。）を、また、右舷船首方に

漁船（以下「Ｄ船」という。）をそれぞれ認めた。 

 船長Ａは、Ｃ船と約２５０ｍまで接近した際、Ｃ船が引き縄漁を 

行っていると分かり左舷船首方の動静に意識を向けていたところ、Ｃ

船が東進したので接近する可能性がなくなったと思い、０９時５０分

ごろ船首方を向いた際、至近にＢ船の操舵区画を認めたがどうするこ

ともできず、Ａ船の船首部とＢ船の左舷中央部とが衝突し、Ａ船がＢ

船に乗り上げた。 

 船長Ａは、Ａ船を後進させてＢ船から離れ、操舵室から船首部に移

動して前方を見たところ、Ｂ船の右舷船尾部に負傷して座り込んでい

る船長Ｂを認め、Ａ船をＢ船に接舷させて、船長Ｂが自力でＡ船に移

乗した後、駆けつけたＤ船の船長にＢ船のえい
．．

航を依頼するととも

に、Ａ船によって船長Ｂを明石市林崎漁港に運んだ。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、ひらめ
．．．

引き縄漁の目的で、０７

時００分ごろ江井ケ島港南方の漁場に向けて林崎漁港を出航した。 

 Ｂ船は、０７時２０分ごろ漁場に到着し、船長Ｂは、船尾から約 

２０ｍの幹糸に取り付けた１本の枝糸に４ｍ間隔で１０本の疑似餌付

きの釣り糸を投入後、操舵区画後方右舷側に立って左手で舵輪を右手

で幹糸を持ち、約１～２knの速力で南北方向に約１５分間航行し、幹

糸に反応があれば引き揚げていた。 

 Ｂ船は、約１～２knの速力で北北東進中、船長Ｂが、船首方の養殖

施設への接近状況と、右手の幹糸の反応に意識を向けていたところ、

左舷至近にＡ船を認めた直後に衝撃を感じ、気が付いたら甲板下の機

関室内に飛ばされていた。 
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 船長Ｂは、着用していた救命胴衣の内側に機関室に敷いていた木材

の木片が入り込んだので、機関室で救命胴衣を脱いで甲板上に上がっ

て横になっていたところ、Ａ船が接近したので自力でＡ船に移乗し

た。 

 Ｄ船の船長は、低速力で北北東進しながらひらめ
．．．

引き縄漁を行って

いたところ、左舷船首方を東北東進しているＡ船が引き縄漁を行って

いるＢ船に接近していることを認め、Ａ船がＢ船をかわすだろうと 

思っていたが、その後Ａ船がＢ船の近くで止まっていたので衝突した

と思い、両船に向かいながら、０９時５３分ごろ１１８番通報した。 

 船長Ｂは、Ａ船により林崎漁港に運ばれた後、救急車で病院に搬送

され、左外傷性気胸、顔面骨多発骨折、左眼視力低下と診断されて 

２０日間の入院加療を受けた。 

 Ｂ船は、Ｄ船により林崎漁港にえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ 船長Ａの操

船状況（再現）、写真３ Ｂ船 参照） 

 その他の事項  Ａ船は、本事故当時、船首浮上等による船首方の死角は生じていな

かった。 

 船長Ａは、漁具の片付けが終了したとき、養殖施設付近にいたＣ船

を、養殖作業をしている船と思っていたが、Ｃ船と約２５０ｍまで接

近した際、引き縄漁を行っている船だと分かり、南進してＡ船の針路

上に航行してくるかもしれないと思い、Ｃ船の動静に意識を向けてい

た。 

 船長Ｂは、養殖施設付近では、養殖漁業に携わる船以外を見掛ける

ことが少なく、本事故当日は養殖漁業を行っている漁業者が休みの日

であり、時折周囲を見て周囲に操業の支障となる船舶はいないと思

い、本事故当時、船首方の養殖施設への接近状況と右手の幹糸の反応

に意識を向けていた。 

 Ｂ船には汽笛は装備されていなかったが、船長Ｂが着用していた救

命胴衣に笛が備えられていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、江井ケ島港南南東方沖において東北東進中、船長Ａが、左

舷船首方にＣ船を認めた際、Ｃ船が南進してＡ船の針路上に航行して

くるかもしれないと思い、Ｃ船の動静に意識を向けて航行したことか

ら、前路で操業中のＢ船に気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考

えられる。 

 船長Ａは、漁具の片付けが終了し、操舵室に移動して船首方を見た

際、養殖施設付近にＣ船を認め、その後、Ｃ船が引き縄漁の船と分 
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かったことから、南進してＡ船の針路上に航行してくるかもしれない

と思い、Ｃ船の動静に意識を向けていたものと考えられる。 

 Ｂ船は、江井ケ島港南南東方沖で操業を行いながら低速力で北北東

進中、船長Ｂが、操業の支障となる船舶はいないと思い、船首方の養

殖施設への接近状況と右手の幹糸の反応に意識を向けていたことか

ら、左舷方から接近するＡ船に気付くのが遅れ、Ａ船と衝突したもの

と考えられる。 

 船長Ｂは、養殖施設付近では、養殖施設の船以外を見掛けることが

少なく、本事故当日は養殖施設が休みの日であったことから、操業の

支障となる船舶はいないと思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、江井ケ島港南南東方沖において、Ａ船が東北東進中、Ｂ

船が操業を行いながら低速力で北北東進中、船長Ａが、左舷船首方に

Ｃ船を認めた際、Ｃ船が南進してＡ船の針路上に航行してくるかもし

れないと思い、Ｃ船の動静に注意を向けて航行を続け、また、船長Ｂ

が、操業の支障となる船舶はいないと思い、船首方の養殖施設への接

近状況と右手の幹糸の反応に注意を向けていたため、互いに接近して

いることに気付くのが遅れ、Ａ船とＢ船とが衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、航行中、自船の針路上に航行してくるかもしれない他船

を認めた際、他船の動静のみに意識を向けず、周囲を見渡すなど

して常時適切な見張りを行うこと。 

 ・船長は、操業中であっても、周囲を確認して常時適切な見張りを

行い、接近する他船を認めた場合には、余裕のある時機に有効な

音響による信号を行い、必要に応じて移動するなど、衝突を避け

るための措置を採ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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０９時５０分ごろ発生） 

江井ケ島西防波堤灯台 江井ケ島港 

Ｃ船 

Ｄ船 

Ａ船 

Ｂ船 



- 6 - 

写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 船長Ａの操船状況（再現） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


